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松山市三番町8ー１0‐２ 愛媛自治労連会館３Ｆ 

TEL/FAX 089-945-8260 
フリーダイヤル ０１２０－３７８－０６０ 

メール soudan＠ehime－rouren.com 

○愛媛労連労働相談センターは、労働者の「

けこみ寺」として問題解決のアドバイスをし

ています。 

○リストラ・解雇・退職強要・倒産・賃金・

労働条件・労災・労働組合づくりなど、

労働問題に関する相談に応じます。 

○相談無料！秘密厳守を信条に活動してい

ます。 

全
員
解
雇
の
不
当
性
の
根
拠 

 

①
事
業
所
閉
鎖
が
経
営
上
や
む

を
得
な
い
と
し
て
も
解
雇

後
、
再
雇
用
す
る
の
で
あ
れ

ば
業
務
は
引
き
続
き
残
る
こ

と
に
な
り
解
雇
は
不
当
。 

②
当
該
事
業
所
の
労
働
者
に
つ

い
て
他
の
事
業
所
へ
の
再
配

置
な
ど
の
解
雇
回
避
努
力
が

尽
く
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

③
事
業
所
閉
鎖
に
よ
り
、
余
剰

人
員
が
生
ず
る
場
合
は
希
望

退
職
募
集
を
行
う
べ
き
で
あ

る
。 

④
整
理
解
雇
の
手
続
き
要
件
と 

し
て
、
労
働
組
合
や
労
働
者 

と
の
交
渉
や
協
議
が
必
要
で 

あ
る
。 

３月の労働相談 

新規労働相談件数 ４５件 

相談者・男性２６、女性１９ 

年代～２０代３、３０代８、４０代７ 

５０代６、６０代１、不明２０ 

雇用形態 

正社員 ３２ 

ﾊﾟｰﾄ・契約・ｱﾙﾊﾞｲﾄ ７ 

臨時・嘱託 １、派遣・請負 ２ 

その他 ３ 

相談内容 

解 雇 10 

退職強要・勧奨 ４ 

賃金・残業代未払い １３ 

労働契約違反 １  

社会・雇用保険 １ 

配転・出向・転籍 

労働条件切下げ ２ 

労働時間・休暇 ３ 

セクハラ・いじめ 

倒産・工場移転 １ 

労災・職業病 ４ 

組合結成・加入 

その他 １５ 

組合加入  ５名 

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
な
ど
を

要
求
し
、
団
体
交
渉
を
申
し
入

れ
る
こ
と
。
④
労
働
者
に
組
合

加
入
を
よ
び
か
け
て
た
た
か
う

こ
と
な
ど
を
ア
ド
バ
イ
ス
。 

相
談
結
果 

会
社
は
組
合
の
動
き
を
察
知

し
、
解
雇
に
正
当
性
が
な
い
た

め
解
雇
を
撤
回
し
た
が
、
新
た

な
労
働
条
件
を
示
し
て
き
た
。

そ
の
内
容
は
、
退
職
金
制
度
の

廃
止
。
賃
金
４
％
～
６
％
カ
ッ

ト
。
諸
手
当
の
廃
止
な
ど
。 

後
日
、
相
談
者
か
ら
全
社
員

が
改
悪
さ
れ
た
労
働
条
件
を
受

け
入
れ
た
。
自
分
は
こ
の
際
、

将
来
の
こ
と
を
考
え
退
職
す
る

こ
と
に
し
た
と
の
報
告
が
あ
っ

た
。 

主
な
相
談
事
例 

冷
凍
会
社 

中
立
労
組
（
２
名
） 

相
談
内
容 

 

社
長
に
従
業
員
一
人
一
人
が

呼
ば
れ
、「
経
営
不
振
に
よ
り
取

引
銀
行
や
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
り
、
３

月
３
１
日
で
従
業
員
全
員
を
解

雇
す
る
。
退
職
金
は
３
月
末
で

清
算
す
る
」
「
社
長
が
決
め
た

労
働
条
件
で
再
雇
用
す
る
が
気

に
入
ら
な
い
も
の
は
や
め
て
も

ら
う
」
と
通
告
さ
れ
た
。
ま
た
、

再
雇
用
の
労
働
条
件
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
本
社
工
場
は
す
で

に
売
却
さ
れ
、
近
い
将
来
本
社

を
他
の
工
場
に
移
転
す
る
計
画

が
あ
る
。
ま
た
、
社
長
は
系
統

的
に
組
合
の
弱
体
化
を
図
り
、

組
合
員
は
２
名
に
ま
で
激
少
。 

ア
ド
バ
イ
ス 

社
長
の
解
雇
通
告
は
「
整
理

解
雇
の
四
要
件
」
の
手
順
を
踏

ま
な
い
も
の
で
あ
り
解
雇
通
告

は
解
雇
権
の
濫
用
と
し
て
無
効 

で
あ
る
。
た
と
え
、
事
業
所
の
閉

鎖
が
経
営
上
や
む
を
得
な
い
と

し
て
も
、
経
営
者
は
そ
の
必
要
性

や
再
配
置
の
可
能
性
等
に
つ
い

て
団
体
交
渉
や
協
議
を
つ
う
じ

て
労
働
組
合
や
労
働
者
の
納
得

を
得
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
。 
 

労
働
組
合
と
し
て
、
①
整
理
解

雇
の
四
要
件
を
満
た
し
て
い
な

い
解
雇
は
解
雇
権
の
濫
用
と
し

て
無
効
で
あ
り
、
解
雇
を
撤
回
す

る
こ
と
。
②
労
働
組
合
と
協
議
な

し
に
整
理
解
雇
を
し
な
い
こ
と
。

③
再
雇
用
の
労
働
条
件
に
つ
い 

労働問題で悩んでいる労働者に労働相談センターを紹介し、力を合わせて問題解決を 


